
 函館市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  令和８年３月２７日 

 

                  函館市長 大 泉   潤   

 

函館市規則第２９号 

   函館市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則 

 函館市老人福祉法施行細則（平成８年函館市規則第２６号）の一部を

次のように改正する。 

 第１０条中「別記第１７号様式の」を「市長が別に定める」に改める。 

第１１条中「別記第１８号様式の」を「市長が別に定める」に改める。 

第１２条中「別記第１９号様式の」を「市長が別に定める」に改める。 

第１３条中「別記第２０号様式の」を「市長が別に定める」に改める。 

第１４条中「別記第２１号様式」を「市長が別に定める様式」に改め

る。 

 第１５条中「別記第２２号様式」を「別記第１７号様式」に改める。 

第１６条中「別記第２３号様式の」を「市長が別に定める」に改める。 

 第１７条中「別記第２４号様式の」を「市長が別に定める」に改める。 

第１８条中「別記第２５号様式の」を「市長が別に定める」に改める。 

 第１９条中「廃止または休止の場合にあっては別記第２６号様式，入

所定員の減少の時期または入所定員の増加の場合にあっては別記第２７

号様式」を「市長が別に定める様式」に改める。 

 第２１条中「別記第２８号様式の」を「市長が別に定める」に改める。 

 第２２条中「別記第２９号様式の」を「市長が別に定める」に改める。 

第２３条中「別記第３０号様式の」を「市長が別に定める」に改める。 

 別記第１７号様式から別記第２１号様式までを削り，別記第２２号様

式を別記第１７号様式とする。 

 別記第２３号様式から別記第３０号様式までを削る。 

   附 則 

１ この規則は，令和８年４月１日から施行する。 



 

 

２ この規則の施行の際現に改正前の別記第２１号様式，別記第２６号 

様式および別記第２７号様式の規定に基づき提出されている申請書は， 

改正後の函館市老人福祉法施行細則の相当規定により提出された申請

書とみなす。 


